
政
令
第

号

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
法
人
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
あ
る
法
人
に
対
し
て
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
関
係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
法
人
と
す
る
。

一

そ
の
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
株
主
を
除
く
。
）
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
占
め
る
自
己
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
地
位
を
自
己
の
役
員
又
は
職
員
が
占
め
て
い
る
こ
と
。

２

あ
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
は
、
そ
の
法
人
に
対
し
て



特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
と
み
な
し
て
、
前
項
及
び
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。



理

由

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
事
業
者
の
選
定
等
に
お
け
る
法
人
の
経
営
を
実
質

的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ
る
法
人
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


